
森林環境譲与税の使途について

大野町
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森林経営管理法（平成31年4月施行） 抜粋

第一条 この法律は、森林法第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画
の対象とする森林ついて、市町村が経営管理権集積計画を定め、森林所有
者から経営管理権を取得した上で、自ら経営管理を行い、又へ経営管理実
施権を民間事業者に設定する等の措置を講ずることにより、森林経営の効
率化及び森林の管理の適正化の一体的な促進を図り、もって林業の持続的
発展及び森林の有する多面的機能の発揮に資することを目的とする。

第三条 森林所有者は、その権原に属する森林について、適時に伐採、造林及び
保育を実施することにより、経営管理を行わなければならない。

２ 市町村は、その区域内に存する森林について、経営管理が円滑に行われる
ようこの法律に基づく措置その他必要な措置を講ずるように努めるものと
する。

住民の生活環境の向上と、暮らしの安全・安心のため、森林経営管理法
に基づき、町内の森林の適正な管理を進めることとします。

■森林経営管理制度の運用方針

町は安定的継続的な森林管理を
行うために必要な業務を実施。

重要な箇所から
森林整備を実施
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【従来】

所有者が自ら森林を管理

・林業経営者、自伐林家、
森林組合等へ管理委託する者

・町（町有林管理）、財産区等
※管理されない森林の顕在化

【新規】

所有者が管理できない森林は町が関与

・所有者へ働きかけ（管理を促す）及び意向調査
・所有者が自ら管理できない森林に経営管理権を設定
※意向調査の順、森林整備の優先順位づけ実施

《準備》
①所有者名
②地番境界
③森林現況
④施業履歴
⑤経営可否
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【従来】所有者 自ら森林を管理

大

野

町

【新規】
経営管理権

設定

①経営に適した森林

②経営できない森林
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経営管理実施権設
定、同権利の配分

委託等

森林整備の発注
（重要な箇所）

※森林整備の優先順位付け

森林経営管理制度の概要
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項 目 大野町 (ha） 備考

森林面積 ５５１ 町面積の16.1%

民有林（国有林を除く森林） ５５１

うち公有林（県、町有林等） ８

人工林（植栽した林地） ８５ 人工林率15.4%

■未整備人工林(公有林等除く) ７７
10年以上

放置された人工林

森林環境譲与税の活用

森林環境譲与税（総務省ホームページ抜粋）
パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図

るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環
境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、

市区町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額千円が課税されます。
その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
森林環境税の収入額に相当する額は、客観的な譲与基準により、都道府県・市区町村に森

林環境譲与税として譲与されます。なお、森林整備が喫緊の課題であることを踏まえ、令和
元年度から譲与することとしています。森林環境譲与税は、都道府県・市区町村が、それぞ
れの地域の実情に応じて森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するため
の財源として活用されます。



１準備
①所有者把握
②地番図把握
③情報システム化

■国）森林環境譲与税（基金積み立て含む）

2019
(R1)

2020～2021
(R2～R3)

■県）森林・環境税（基金事業）※令和９年３月まで延長

■大野町森林整備計画（１０年を１期として５年毎に見直し）

2022～2023
(R4～R5)

2024～
(R6～)

森林経営管理制度の運用計画 ロードマップ

1,340千円/年 3,002千円/年
R2:2,848千円/年

R3:2,780千円/年

3,684千円/年

３森林整備
①境界明確化
②環境保全間伐
③生活保全伐採

２意向調査
①働きかけ
・アンケート
・森林経営斡旋
②システム入力

木材利用
・公共施設
・木製品配布

普及啓発
・森林教室
・木育
・啓発イベント

林地台帳管理として情報更新、システム保守

業務委託：森林及び所有者情報一元化、森林所有者意向調査システム化

業務委託：アンケート実施、森林経営斡旋、法関係手続実施

重要な森林の要件
調査等の内容、順番等検討

業務委託：境界明確化事業と同等業務

業務委託：環境保全林整備事業相当（保育間伐主体）
里山林整備事業同等業務（危険木の伐採等含む）

【検討】既存事業の財源入替はNGのため新たな枠組みをつくる
・公共施設木製品導入（保育施設木質遊具等）
・新生児誕生祝い木製品配布
・森林教室教材導入
・木育指導員活動支援
・各種イベント経費


